
団体総合生活補償保険 (MS&AD型 )健康状況告知書質問事項
ご回答は加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」、「特定疾病対象外欄」にご記入ください。

●「健康状況告知音ご記入のご案内」をご覧のうえ、質 F・司事項にご回答ください。
●「団体総合生活補償保険 (MS&AD型 )」 にお申し込みいただく際には、下記の質問事項につき正確にご回答 くだきい。

この質問事項に対するご回答げ事実と相違する場合、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意くだきい。
●下記の質問事項には、被保険者 (補償の対象者)ご自身がお答えくだきい。い

1*)告知時における被保険者の年令が満 15才未満の場合には、茅見権者のうちのいずれかの方がお答えください。
●下表に記載がある傷害や疾病については下記質問 lお よび質問 2に関する告知は不要です。

<告知対 象外 となる傷害・ 疾病一覧 >

注 1 疾病 症状名が判明しない場合は、療病 症 伊、名が判明するまではお▼1受 を見合わせさせていただきます。
注 2(例 )不整脈による受診歴のため疾病コー ドAOを特定疾病対象外欄に記入 して加入された方が、

心筋梗塞になった場合、保険金をお支払いしません。
注 3(例 )疾病ヨー ドA2を 特定疾痛対象外1日 に記入し′で加入された方が、心筋榎塞 (疾病コー ドAO)に なり、

この心筋梗塞と疾病コードA2に 属する病気 (高血圧症など)と の間に医学生因果関係がある場合、

保険金をお支払いし′ません。

<ご注意>特定疾病対象外欄への対寄t外 となる疾病 症状等の記載の有無にかかわらず、普通保険約款
およびセットされる特約により保険金をお支払いできない場合があります。

詳細は募集バンフレットをご確認ください。

疾病
左状は下表の

親介護一時金・体業 以外用

※親介護一時金・体業 (「親介護一時金

支払特約」孝υよび「親の介護による休

業補償特約」)は 親介護一時金・休業

専用をご確認ください。

加入申込票の 「特定疾病対象外欄」に記入いただく疾病 コードに展する疾病 とおりです
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過去 3か月以内に、医師つ診察・検査 治療・投業を受けたことがありますか。
(上記別表く告知対象外となる傷害・疾病一覧>記載の傷害や疾病等を除きます。)

質関 とから質問 3に対する回答に 1つも「はいJが無い場合、お引受します。

質問 3に対する回答が「はいJの場合、
「疾病・症状一覧表」の妊娠 出産にかかる疾患のうち、告知 日時点における妊娠によ
るもの、およびこれと医学生困果関係がある疾病 症状 l色 )については保険金をお支払
いしない条件でお引受します。
「特定疾病対象外欄」に・ Q2い をご記入ください。

質問 1ま たは質問2の
いずれか1つでも「はしヽ」がある方は、
下記の勝諦帝 症状一覧表」の中で、該当する疾病 ‐症状をご選択ください。(注 1)

<選択された療嬌。症状がA欄の寮編・症状に該当する場合>
お引受できません。

く選択された療痛・症状がB欄の療篤・症状に該当する場合>
指定の疾痛・症状群について保隣金をお支払いしない条件でお引受します。

加入申込票の隅亥当疾病」欄の・B襴 "に OE「 のうえ、該当する疾病コードを
「特定疾病対象外相」にご記入ください。(具体的な疾病 症状名の記載は不要です。)

・次の疾病 症状について保険金をお支払いしない条件でお引受します。
①このコードに属するA・ Bl膊 すべて′′疾病 '症状(ミ )
②上記①と医学生困果関係がある疾病・症状(と )

し

特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ

継続時に、あらためて健康状況の告知オ.行 うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継統加入
いただくことができます。

(ご注翻
③現在の健1妻状況等によっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病 症状群

が追加 変更されたりすることがあります。
③新たな告知内容に応じた条件で継統いただいた場合でヽ、保険金のお支払額は、発病時点の保

'Hi
寮_約 しT条件で算出した金額とすることがあります。

フう保険期間の中進で特定の療病 症状群について保険金をお支払いしない条件の削除 変更を行う
ことはできません。
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(注 )Ql)よ 質問 1ま たは質問 2① に該当する場合に、「02Jは 質問3に 該当する婦合に、それぞれど記入くだとい。

【上ヨEの疾病 症状一覧表に該当する疾病 戒状がない場合】
加入申込票の「特定療病対象外l伺」の・疾病ヨード

Ⅲに疾稿コード「ROJお よび「具体的な疾病 症扶名(カ タカナ)」 をご記入くださし、
ご記入された疾病 症状およびど電E入 された演病 症状と医学上因果関係がある疾病 .症状について保 金ヽ金をお支払いしない条件でお:受 します。
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団体総合生活補償保険 (MS&AD型 )

団体長期障害所得補償保険
健康状況告知書質問事項

ご回答は加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。

●「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧のうえ、質問事項にご回答ください。          ・親介護一時金支払特約
●「親介護一時金支払特約」または「親の介護による休業補償特約」をセットする加入タイプにお申  ・親の介護による休業補償特約

踏宗≧皇C龍ゴ麹F寝婦醒輩3露堡爺モ寮斑現ユ黛琴がゴ李泌<鵠響訳伝ダ
するご :鞠鵡電竪伝軽篤保同

●下記の質問事項には、介護を受ける方 (*1)(特約被保険者または介護対象者)に現時点の健康状況をご確認のうえご回答ください。(*労

また、ご確認方法を選択してください。

(*1)基本部分の被保険者の親御様 (姻族を含みます。)をいいます。

(*2)団体総合生活補償保険または団体長期障害所得補償保険の「親介護一時金支払特約」にご加入の場合は、基本部分の被保

険者ご本人が介護を受ける方 (*1)を代理して、ご回答いただきます。なお、告知時における基本部分の被保険者の年令が

満 15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方がお答えください。
●下記の質問 1～ 4の うち、いずれか1つでも「はい」がある場合には、ご加入をお引受できません。

病名・症状一覧

親介護一時金・休業 専用

この健康状況告知書質関事項は、
以下の特約被保険者・介護対象者
専用の質問書です。

〔団体総合生活補償保険】

確認方法

質問 4

質問 3

質問 2

質問 1

特約被保険者となる方 (親御様)へのご確認方法を以下からご選択ください。

(複数に該当する場合は、最も器号の若い(小 さい)確認方法に○印をしてください。)

(選択肢)①対面 ②電話 ③FAX・ 郵送 ④電子メール等、②③以外の通信手段

下表の「病名・症状一覧」言己載の病気や症状と診断されたことがありますか。
(現在終診していたとしても、過去に一度でも診断されたことがある場合は告知の対象となります。)

現在、入院中または療養のため就床中ですか。

医師により「認タロ症」または「次のいずれかの病気」と診断されたことがありますか。
(現在終診 していたとしても、過去に一度でも診断されたことがある場合は告知の対象となります。)

統合失調症 。気分障害 (躁病、うつ病、躁うつ病、反応性抑うつ等)、

神経症、自律神経失調症、拒食症、不眠症、通応障害

次のいずれかの項目に該当していますか。
①歩行、寝返り、立ち上がり、入浴、排せつ、食事および衣類の着脱のいずれかの行為の際に、
他人の介護が必要である。

②公的介護保険制度において要介護認定申請をしたことがある。

その他

悪性新生物

筋・骨格系

の病気等

肝臓系の

病気等

腎臓系の

病気等

呼吸器系の

病気等

心臓系の

病気等

B函血管系の

病気等

●糖尿病 (イ ンシェリンの投与を受けている場合に限ります。)

●頭部外傷 (後遺l章害があると診断された場合に限ります。)

●膠原病 (関節リウマチおよびリウマチ性疾患を含みます。)

0アルツハイマー病 ● レビー小体病 ● ピック病 ●アルコール依存症 ●薬物依存症
●早老症 (ウ ェルナー症候群 等)● 閉塞性動脈硬化症 (ASO)● 正常圧水頭症 ●シェーグレン症候群
●成人スティル病 ●アレルギー性肉芽腫血管炎 ●側頭動脈炎 ●抗リン脂質抗体症候群 ●好酸球性筋膜炎
●厚生労働省指定の公費助成対象の難病 (告知日時点における特定疾患治療研究事業の対象として公費助成の対象

となる難病をいい、2015年 10月 1日以降始期契約の場合、難病の患者に対する医療等に関する法律 (難病法)において

規定する指定難病を含みま曳 具体的な病名は「難病情報センター」のホームページ (http://wwvnanbyou.or.,p)

等でご確認いただけま曳 これらの蕪病と診断された方は、都道府県への申請により医療受給者証の交付を受けること
ができますが、交付を受けていなくても告知の対象となりますので、ご注意ください。)

●悪性新生物 (ガン、肉腫、白血病、悪性リンパ踵、骨髄腫)* *上皮内新生物は含みません。

●筋ジストロフィー症 ●骨髄炎 ●骨粗しょう症

●肝硬変 ●肝不全 ●慢性肝炎 ●B型肝炎
* ●C型肝炎

* *ウ
イルスキャリア (感染者)を含みます。

●慢性腎炎 (増殖性腎炎、膜性腎症、lgA腎症 等)0腎 不全
●ネフローゼ症侯群 ●人工透析治療を要するその他の腎臓疾患

●肺塞栓症 (肺梗塞 等)● 慢性閉塞性肺疾患 (COPD)● 肺気腫 ●肺線維症
●気管支喘息* *終

診した小児喘息を除きます。 ●塵肺 (珪肺症、アスベスト肺症 等)

●虚血性心疾患 (狭心症、心筋梗塞 等)● 不整脈
*(心

室細動、心房細動、心室頻拍、期外収縮 等)

*治療や経過観察を必要としない不整脈を除きます。
●心臓弁写真症 (僧帽弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、大動脈弁閉鎖不全症 等)

●心内膜炎 ●冠不全 ●心肥大 (心室肥大 等)0心 不全 ●心筋症 ●大動脈瘤

●脳卒中 (脳出血、くも膜下出血、脳梗塞 (脳血栓、脳塞栓、脳軟化)等 )

0脳虚血発作 (一過性脳虚血発作 (TIA)、 可逆性虚血性神経障害 (RIND)等 )

●脳動脈瘤 ●脳動静脈奇形 ●眼底出血*(網
膜出血、硝子体出血、網膜中心静脈閉塞症 等)

*外傷性を除きます。


